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はじめに
新聞・出版と放送はマス・メディアとして、そしてジャーナリズム機関として存在している。し
かし、新聞・出版と放送は活字と映像・音声という媒体特性による表現形態の違いだけでなく、社
会に存在するあり方が異なっている。放送は電波を使用し情報を届ける。このため、新聞・出版の
ように誰もがその事業を行うことができるわけではない。電波を誰もが発信することになれば、混
信が起こり届けたい情報を人々に届けることができなくなってしまう。このため、電波の使い方を
規律する電波法がある。そして、放送は、国民の共有財産である有限希少な電波を使用し、音声・
映像を使って各家庭に直接、情報を届けることからその社会的影響力が大きいとされ、放送法で一
定の規律が課されている。電波法は、無線局という物理的な側面から放送を規律しているが、放送
法は、放送の普及、放送番組、放送局の運営などのあり方といった面から放送を規律している。
新聞・出版という活字メディアが、長い時間をかけてジャーナリズム機関としてのあり方＝ “倫
理 ”を築いてきた。しかし、放送は制度的メディアと呼ばれるように、1925年に日本で放送が始
まった時点から法制度に縛られてきた。報道倫理、ジャーナリズム倫理という言葉があるように放
送にも “放送倫理 ”という言葉がある。本稿では、民間放送（以下、「民放」）を中心に放送倫理が
どのように構築されてきたかをいくつかのトピックスから考察する。

放送の開始から番組基準の制定、番組向上協議会の設置まで
1925年３月22日に社団法人東京放送局の放送が開始され、日本の放送はスタートした。次いで同
年６月1日に社団法人大阪放送局、同年７月15日に社団法人名古屋放送局が開局したが、翌年に３局は
統合され社団法人日本放送協会となり、戦後に新たな放送制度が確立されるまで放送を続けた。
1925年の放送開始にあたっては放送のための特別な立法は行われなかった。逓信省は放送を無線電
話の一種と捉え、1915年に制定された無線電信と無線電話に関する法律である無線電信法を放送に
適用した。無線電信法は第1条で「無線通信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」とし、無線通信の政府
専掌の原則が取られていた。無線通信は政府の専用物とした上で、第2条では、「右ニ掲クル無線電
信又ハ無線電話ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ私設スルコトヲ得」とし、船舶
無線や実験用無線など限られたものが許可されていた。放送の実施に当たっては、無線電信法が放
送の規律監督について想定していなかったため放送用私設無線電話規則が制定された。内川芳美は
この放送用私設無線電話規則によって「放送の送・受信施設、放送事項は、逓信大臣の厳重な監
督・取締りを受けることとされていた。たとえば、放送事項の検閲は、具体的には各プログラムの
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内容又は梗概を放送前日までに届出る方式で行われ、同時に不適当な放送が行われれば放送中にい
つでも電波を遮断する放送監視装置が用意されていた」

（1）
と説明している。また、当時の放送内容に

ついてＮＨＫ編集の『20世紀放送史』では、「新聞雑誌に掲載を許されたり、各種集会での議論が
認められているような事柄でも、放送の場合は許可されないという場合が少なくなかった。放送の
社会的影響力が強まるにつれ、そうした傾向は強まっていく」

（2）
としている。こうした状況では、放

送における “倫理 ”が語られることはほぼなかったと想定される。
戦後、日本国憲法21条で言論の自由が保障され、新聞・出版、映画などのマス・メディアは自由
となるが、先に述べたとおり、放送は1950年６月に電波法、放送法が施行されその規律の中で事業
を行うこととなった。

（3）
放送法によって、戦前の社団法人日本放送協会は、放送法にその設立根拠を

持つ特殊法人の日本放送協会（以下、「ＮＨＫ」）になるとともに、民放の開局の道が開かれ、日本
の放送界は、公共放送のＮＨＫと民放の二元体制となった。そして1951年４月、全国1４地区の1６社
に民放ラジオ局として日本で初めて予備免許が与えられた。この1６社が1951年７月に民放の業界団
体である日本民間放送連盟（以下、「民放連」）を創立した。民放連は、定款第３条「目的」で「放
送倫理水準の向上をはかり、放送事業を通じて公共の福祉を増進し、その進歩発展を期するととも
に、会員共通の問題を処理し、あわせて相互の親ぼくと融和をはかること」としている。また、定
款４条の「事業」では、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うとして10の事業を挙げ
ているが、その最初に記述されているのが「放送倫理の確立とその高揚」である。この民放連が最
初に取り組んだ大きな課題が放送倫理綱領の作成であった。民放連編集の『民間放送３0年史』では
「綱領は当初政府側が基準を設けるという動きがあったが、主に新聞社を母体として創業を進めて
きた首脳陣はあくまで自主的に制定すべきとの強い認識に立ち、綱領部会７人で草案作成に着手し
た」
（4）
としている。この綱領が1951年10月に「日本民間放送連盟放送基準」（以下、「ラジオ放送基

準」）として制定されることになる。名古屋の中部日本放送（現ＣＢＣラジオ）と大阪の新日本放
送（現ＭＢＳラジオ）が同年9月に開局し、12月までに６局の民放ラジオが開局する中で、ラジオ放
送基準は民放のスタートとともに制定されたことになる。ラジオ放送基準は「その整備と周知徹底
は連盟業務の重要部分を占め、同時に民放の自律的な番組活動のよりどころになっていったのであ
る」
（5）
と位置付けられている。しかし、中部日本放送編著の『民放放送史』は、「昭和28年（195３）

後半あたりからようやく社会的話題になってきた民放批判の焦点は、個々の失態や風俗上の非難で
はなく、番組編成全体の娯楽過剰・低俗化を憂えるという方向で論じられた」

（6）
と述べている。195３

年までに民放ラジオがほぼ全国に置局され、同年2月にはＮＨＫが、8月には日本テレビ放送網がテ
レビ放送を開始したという状況の中での指摘である。ラジオ放送基準が定められたにも関わらず民
放ラジオの放送開始間もなくから民放ラジオの娯楽化・低俗化を憂える声が上がっていた。
こうした中で195６年に郵政省は「臨時放送審議会」を設置し、「放送法の改正に関する試案の大

綱」を諮問し、放送法の改正準備に入る。民放連では、1958年1月にラジオ放送基準を改正すると
ともに、テレビ放送基準を制定した。そして、「放送基準を民放界の “憲法 ”とみなして、番組内
容が “憲法 ”に違反しないよう監視し発言していく、いわば民放の良心としての “お目付役 ”的な
存在であると同時に、しのび寄る官僚統制に対する防波堤」

（7）
と位置付ける民間放送番組審議会を発

足させている。「しのび寄る官僚統制」とは、田中角栄郵政大臣が前年の195７年8月に衆議院逓信委
員会で「番組の内容に対しては相当程度強く要求しなければならないと思いますが、それもどうい
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うふうに要求するのだということになると、そこに問題があります。（中略）そこで初めて放送番
組審議会というものが必要になるのではないかと思います」

（8）
と発言し、放送番組審議会構想を打ち

出したことを指す。
一方、放送法は羽陽曲折があったが1959年３月に改正されることなる。改正の主なポイントは、
放送番組の充実・向上を図るため、番組編集準則の1号に「善良な風俗」という文言が加えられ、
「公安及び善良な風俗を害しないこと」に改める、放送法によって放送事業者が自主的に番組内容
の改善を図るためにＮＨＫ・民放各局が番組基準を制定する、有識者で構成する放送番組審議機関
（以下、「放送番組審議会」）を設置することを義務付けた。民放連がラジオ・テレビの放送基準を
制定し、その遵守のため民間放送番組審議会を設置し、「民放では、既に自主的に番組審議会を置
いていた十数社」

（9）
があったにも関わらず、ＮＨＫ・民放各局に番組基準の制定と放送番組審議会の

設置を放送法で義務付けられることになった。放送番組審議会は、放送番組の適正を図るため必要
な事項を審議し、事業者について意見を述べることができるとされ、番組基準や番組の編集に関す
る基本計画を定めたり、変更したりする場合には、審議会に諮問し、答申を得る手続きを経ること
などが役割となっている。この改正について『民間放送史』は、「番組低俗化への社会的批判と、
民放そのものへの統制の意欲とは、民放発展の周囲にたえず微妙にからまり、まとわりつつ現在に
いたった」

（10）
と指摘している。

ＮＨＫ・民放各局に番組基準の制定が義務付けられたことによって、民放界が自主的に定めた民
放連の放送基準との関係はどうなったのか。ＮＨＫと一部の民放が自社独自の基準を設けたが、多
くの民放が民放連の放送基準を自社の番組基準に取り入れることになった。自社の姿勢に関する理
念的な宣言をしたうえで、細目については放送基準を準拠するとしている場合と、放送基準の各個
条をそのまま自社の番組基準としている社がある。例えば、フジテレビは、番組編成に当たっての
5つの基本方針を掲げ、具体的基準については日本民間放送連盟の放送基準に準拠するものとする
としている。また、山形テレビでは「 1．基本方針」として5項目を掲げたあと、「 2．番組基準」
として民放連放送基準をそのまま取り入れている。いずれにして放送基準が民放界の憲法的存在で
あることは番組基準の制定義務後も変わっていない。
一方、195３年にＮＨＫと日本テレビ放送網がテレビ放送を開始、195７年の民放テレビ３４社３６局へ
の一斉予備免許などで民放テレビがその数を増やしていく中で、青少年や児童にテレビが与える影
響について社会的な関心が高まっていく。そうした中で1950年代末から６0年代にかけて、テレビが
子どもの生活行動や余暇活動に及ぼす影響や性格形成などに及ぼす影響などを調べる文部省の「テ
レビジョンの影響力調査」、ＮＨＫ放送文化研究所の「静岡調査」、民放連の「テレビの青少年に対
する影響調査」など、各種の調査が行われる。また、19６３年には総理府中央青少年問題協議会が
「マスコミと青少年に関する懇談会」、郵政省が「放送番組懇談会」を発足する。放送番組懇談会
は、「テレビ番組内容が青少年の非行化の原因になっている批判が出ているので、こうした批判に
対する放送界の意見を郵政省が聞く趣旨で開かれたもので」

（11）
あり、翌19６４年5月には「番組向上の

自主的組織として『放送番組向上協議会』を設けることを決める」
（12）
。しかし、「“官製的なにおい ”

はぬぐい去り、放送連合のあっせんで、ＮＨＫと民放各社が十数回にわたる協議のすえ設立した
“自主機関 ”」

（13）
である放送番組向上委員会が19６5年1月に設立されることになる。放送番組向上委員

会は、設立当初はＮＨＫ、民放連、日本電子機械工業会などが設立した日本放送連合会の内部機関
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（11）
あり、翌19６４年5月には「番組向上の

自主的組織として『放送番組向上協議会』を設けることを決める」
（12）
。しかし、「“官製的なにおい ”

はぬぐい去り、放送連合のあっせんで、ＮＨＫと民放各社が十数回にわたる協議のすえ設立した
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（13）
である放送番組向上委員会が19６5年1月に設立されることになる。放送番組向上委員

会は、設立当初はＮＨＫ、民放連、日本電子機械工業会などが設立した日本放送連合会の内部機関
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として設置されたが、同連合会の解散で放送番組向上協議会が放送番組向上委員会を運営すること
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にあたる」としている。また、放送番組向上委員会は、放送事業体に所属しない学識経験者７名で
構成し、毎月1回程度会議を開催し、放送番組向上に関係のある世論とその動向の調査、検討を通
じて放送事業の自主規制の一環として、放送番組向上のための方策を考究することを任務とした。

（14）

ＮＨＫと民放が初めて共同で運営する自主規制機関であり、後述する「放送と人権等権利に関する
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放送番組向上協議会は設置されたものの「視聴率競争の弊害が顕著になり始め、歌手のものまね
を売りものにした子ども向け視聴者参加番組、ゲストの女性タレントがジャンケンで負けるたびに
衣服を1枚ずつ脱ぎ、それをオークションにかけるといった公開ショー番組などが登場し、子ども
の教育上好ましくないとして視聴者の批判を浴びた」

（15）
というように、テレビの低俗批判は収まらな

かった。民放連は19７0年1月に放送基準を全面的に改正するとともにラジオ・テレビ放送基準を一
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動したものではなかったが、世間には民放の番組改善に対する姿勢を示すものとして受け止められ
た」
（16）
。さらに翌19７1年４月には、番組向上のため民放連会長直属の放送基準審議会を設置した。

テレビ番組批判から放送法改正へ
19７0年代後半から1980年代にかけては、子ども向けＣＭや深夜番組での性表現が問題化する。
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し、民放テレビとスポンサーに文書で放送の中止を求めるといった動きや、「親を中心とした視聴
者により、この問題（子ども向けＣＭに関する基準や規制）に関する動きが活発となり、19７７年に
『子どものテレビの会（現ＦＣＴメディア・リテラシー研究所）』、1980年に『子どものためのテレ
ビＣＭ連絡会』が結成され、子ども向けＣＭの実態調査が行われるようになった」

（17）
など、子ども向

けＣＭの批判が高まっていく。
民放テレビの性表現の問題は、青少年への有害図書規制に端を発したもので、民放テレビが土曜
深夜に放送していた番組で行き過ぎた性表現があるとの批判が強まった。1985年2月8日の衆院予算
委員会では、民社党の中野寛成議員が民放テレビの深夜番組での行き過ぎた性表現への郵政省の対
応について質したところ、左藤郵政大臣は、「放送法の４４条の３項（現４条1項）に、今お話しのよう
な公安それから善良な風俗に反してはならないという規定があるわけでありますから、そういった
点で、自主的にやってもらう以外にないのじゃないか」と答えた。しかしこの答弁後、中曽根康弘
首相は、「郵政省が監督権を持っておるわけでございますから、郵政省の側においてよく民放の諸
君とも話をしてもらって、そしていやが上にも自粛してもらうし、その実を上げてもらう。郵政省
としてはそれをよくチェックして見て、そして繰り返さないようにこれに警告を発するなり、しか
るべき措置をやらしたいと思います」

（18）
と郵政省が何らかの対応をとるべきとの考えを示した。
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子ども向けＣＭ批判に対しては、民放連が1982年３月に放送基準を補完するガイドライン的な位
置づけの「児童向けコマーシャルに関する留意事項」を制定し、ひとまず終息する。しかし、深夜
番組における性表現批判については、先の衆院予算委員会の議論の12日後の1985年2月20日に郵政
省が、放送番組の向上と番組基準の順守を求める大臣名の文書を民放全社の社長、放送番組審議会
委員長あてに送付する事態となる。社長あての文書では、「衆院予算委員会で深夜番組について論
議が交わされた。放送番組について、このような批判を受けていることは誠に遺憾である」と述べ
たあと、「放送のもつ社会的役割、特に青少年の人間形成に与える影響力にかんがみると、放送事
業者の責務には、誠に重大なものがある。いうまでもなく、放送番組は、放送事業者が自らの責任
で編集するものである。放送番組に対する批判を真しに受けとめ、放送番組基準を順守し、放送番
組の充実向上に努めることを特に強く要望する」とした。放送番組審議会委員長あて文書では「貴
審議会に寄せられる国民の期待はきわめて大きいものがあると考えられる。貴審議会の役割の重要
性にかんがみ、特に放送番組の充実向上に格段の尽力をお願いする」というものだった。

（19）
民放連は

理事会で各民放局に対し、自主規制の徹底を求めることになる。その結果、1985年４月の番組改編
を機に、土曜深夜番組の打ち切りや路線変更が行われた。
さらに、1985年10月には “やらせ問題 ”が発生する。テレビ朝日の「アフタヌーンショー」が放

送した「激写！中学生 !! セックスリンチ全告白」の内容が “やらせ ”であったとＮＨＫが報道し、
問題が発覚する。番組内容は、元暴走族のリーダーの男が少女2人をけしかけ、女子中学生5人に暴
行を加えた事件を扱ったものだったが、ＮＨＫは、その暴行行為が実は番組担当ディレクターが元
暴走族の男を通じて仕組んだ “やらせ ”であると伝えた。テレビ朝日は訂正放送を行い、番組の打
ち切りなどの対応をとった。しかし、中曽根首相が左藤郵政大臣に対し、「今後このような事件が
起こらないように十分な配慮を求めて欲しい」

（20）
と指示したことを受けて11月1日、郵政大臣名で

「厳重注意」の行政指導を行った。テレビ朝日に対する「厳重注意」の行政指導は３年に一度の
（21）
放送

局一斉の再免許に合わせて行われたものであるが、個別の社の個別の番組内容に対し大臣が文書で
行政指導を行ったのはこれが初めてである。
こうした事態を受けて郵政省は1985年12月、民放各社に放送番組審議会の運営に関して要望文書
を送付する。審議会の開催回数、審議内容の社内周知の徹底からはじまり、審議会意見の反映、社
内の関係セクションとの連携など、本来自主的な運営が行われるはずの放送番組審議会に対する直
接的な指導を行った。

（22）

しかし、放送番組審議会機能の強化を求める動きはとどまらず、1988年には放送法改正につな
がっていく。198７年４月に郵政省の「ニューメディア時代における放送に関する懇談会」が2年間の
議論をまとめた報告書を公表する。報告書では放送番組審議会について「その機能が遺憾なく発揮
されるよう、各放送事業者において、その委員の氏名、活動状況、放送事業者への勧告内容の公表
を通じ、その活性化のための一層の努力をしていく必要が認められる」

（23）
とした。これを受けて1988

年10月に改正された放送法では、放送番組審議会から社内委員が除かれ、放送事業者は放送番組審
議会からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため番組審議会の機能の活用に努める
とともに、放送番組審議会が放送事業者の諮問に応じて答申し、意見を述べた事項がある場合とき
には、その概要を公表しなければならないとされた。
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放送倫理綱領の制定とＢＲＣの設立
1990年代に入ると、朝日放送「いつみの情報案内人　素敵にドキュメント」、読売テレビ「どー
なるスコープ」、ＮＨＫ「ＮＨＫスペシャル　奥ヒマラヤ禁断の国・ムスタン」、テレビ朝日「ザ・
スクープ」と “やらせ ”の問題が相次ぐ。さらに、松本サリン事件で第一通報者の河野義行さんを
容疑者のように報道する、ＴＢＳによる「坂本弁護士テープ問題」、政治的公平が問題となった
「椿発言問題」などの問題が起こる。
「坂本弁護士テープ問題」は、坂本弁護士一家殺害事件に関連して、ＴＢＳが坂本弁護士の未放
送のインタビュー内容を本人の承諾なしにオウム真理教の幹部に見せていたという問題である。
199６年４月に衆参逓信委員会にＴＢＳの磯崎社長以下の幹部が、衆院逓信委員会には民放連会長、
ＮＨＫ会長、磯崎ＴＢＳ社長が参考人招致されるなど大きな問題となり、郵政省はＴＢＳに対し郵
政大臣名で厳重注意を行った。
民放連は同年5月に「これまで以上に国民の信頼に応える放送を行い、公共の電波を預かるもの
として、その社会的責任を果たすことを誓う」とする理事会決議を採択するとともに、その具体策
として「放送倫理綱領」を制定すると発表した。

（24）
放送倫理綱領は、ＮＨＫも加わり検討が行われ同

年9月19日にＮＨＫと民放連が日本の放送界として「放送倫理基本綱領」を制定した。同日に民放
連の氏家会長とＮＨＫの川口会長が共同で記者会見を行い、氏家会長は「外部から放送への規制の
動きがみられることからも、放送事業者が自らこうした倫理綱領を定めることには大きな意義があ
る」、川口会長は「これは放送人個々がもつべき責任・心構えを定めたものであり、各自が常に
もっていなければならない “自戒の綱領 ”としたい」と語った。

（25）
放送基本綱領は冒頭で「日本民間

放送連盟と日本放送協会は各放送局の放送基準の根本にある理念を確認し、放送に期待されている
使命を達成する決意を新たにするために、この放送倫理基本綱領を定めた」と述べている。そのう
えで、「放送は、その活動を通じて福祉の増進、文化の向上、教育・教養の進展、産業・経済の繁
栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする」と宣言してる。以下、民主主義、放
送の公共性、法と秩序、基本的人権、知る権利、言論・表現の自由などのキーワードを用いて、放
送に携わる人間の基本姿勢を示している。ＮＨＫの番組基準と民放連の放送基準、民放各社の番組
基準は、経営基盤の違いもあり、相互に関連性をもつことはなかったが、放送倫理綱領が制定され
たことを受けて、ＮＨＫの番組基準と民放連の放送基準、民放各社の番組基準は、「放送倫理基本
綱領」の傘の下に位置付けられることになった。また、「坂本弁護士テープ問題」を契機に「9６年
から9７年にかけて、キー局だけでなく多くの民放が番組制作各分野を対象とするガイドラインを作
成・整備」

（26）
するようになる。放送倫理綱領ができたことで放送界の倫理綱領は、法的に制定が定め

られている番組基準を挟むように、自主的な放送倫理基本綱領と実務的なガイドラインの三層構造
となった。
テレビにおけるさまざまな問題や人権・プライバシー意識の高まりの中、郵政省は1995年9月に
多チャンネル化と放送規律、放送番組と視聴者などの検討を行う「多チャンネル時代における視聴
者と放送に関する懇談会」を設置、同懇談会は、翌199６年12月に報告書をまとめる。報告書では、
「放送に対する苦情機関を放送事業者の外部に共同の機関として設置し、苦情を受け付け、事情を
調査し、苦情の当否等の判断を行い、判断結果を申出人である視聴者及び放送事業者に通知し、ま
た、公表する」、苦情対応機関の設置を提言した。苦情対応機関は、「公的な機関、放送事業者が自
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主的に設置する機関、この両者の中間に位置するものとして法律の規定を基に放送事業者が設置す
る機関等が考えられる」とした。

（27）
これに対して民放連は「第三機関の設置は不必要と再三にわたり

主張してきたが、報告書に十分反映されなかったのは誠に残念」、ＮＨＫは「番組への苦情はあく
まで放送事業者が自らの責任において判断すべきもの。法律に基づく公的機関が判断し、その判定
に従うことには強く反対する」などと表明した。

（28）
しかし、「苦情対応機関の早期設置を求める政府

与党の意向が極めて強いことを憂慮した民放連は、放送による権利侵害を救済する必要性を認めた
うえで、法律で規定されない、放送事業者の自主的な機関を設置することにより、言論・表現の自
由を確保することが最重要と判断」

（29）
し、ＮＨＫ・民放連共同による人権侵害などの苦情に対応する

「放送と人権等権利に関する委員会（ＢＲＣ）」を設置し、その運営にあたる「放送と人権等権利に
関する委員会機構（ＢＲＯ）」を199７年６月に設立することになった。設立当初のＢＲＯ規約、
ＢＲＣ運営規則からその役割を見てみると、ＢＲＯには、理事会と評議員会があり、理事は8名以
内でＮＨＫと民放連が各４名選任する。評議員会の委員は、理事会が学識経験者（放送事業者の役
職員を除く）の中から5名以内を選任する。そしてＢＲＣの第三者制を担保するため、評議員会が
各界の有識者（放送事業者の役職員および関係者を除く）からＢＲＣ委員8名以内を選任する形を
とっている。ＢＲＣが取り扱う案件は、名誉、信用、プライバシー等の権利侵害に関するもので、
放送された番組に関して、苦情申し立て人と放送事業者との話し合いが相容れない状況になってい
る問題で、裁判で係争中の問題は扱わない。ＢＲＣは、審理結果を「勧告」「見解」としてまとめ、
放送事業者と苦情申立人に書面で通知するとともに、委員会名で公表するというものだった。

（30）

これにより放送界は、放送番組向上協議会と苦情対応機関のＢＲＯの2つの第三者組織を持つこ
とになった。

放送倫理・番組向上機構の設立と放送倫理検証委員会の設置
2000年に入ると個人情報保護法（200３年成立）・人権擁護法（廃案）青少年有害社会環境対策基

本法（提出断念）の３法案いわゆる “メディア規制３法 ”や有事法制など、メディアを規制する法案
が検討される中、「民放連などがメディア規制反対運動を展開するなかで、放送局自身の自立的取
り組みの強化が求められ、視聴者からの意見や苦情の窓口の一本化、事務局の機能強化目指して、
民放連・ＮＨＫ・放送番組向上協議会・ＢＲＯの４社が協議し、0３年にＢＰＯの設立に至った」

（31）
。こ

のＢＰＯの正式名称が「放送倫理・番組向上機構（以下、「ＢＰＯ」）」である。
ＢＰＯ設立前の2000年４月に放送番組向上協議会は、放送番組向上委員会（2002年に放送番組委
員会に名称変更）に加え、放送と青少年委員会に関する委員会を設置した。設置は、1998年12月７
日に公表された郵政省の「青少年と放送に関する調査研究会」報告書を受けてのものである。当
時、199７年の神戸の児童殺傷事件をはじめ、翌1998年には19歳の少年による堺市通り魔事件、栃木
県黒磯市の中学1年生によるバタフライナイフでの教師殺害など少年による凶悪事件が連続して発
生、社会問題化し、政府内でテレビ番組の暴力場面に対する批判があがる。文部省「中央教育審議
会」が1998年３月に青少年を有害情報から守る手段として、子どもに不適切なテレビ番組を見られ
ないようにする装置、いわゆる「Ｖチップ」

（32）
の導入を強く要望したのをきっかけに、内閣総理大臣

直属の懇談会「次代を担う少年について考える有識者会議」や総務庁の「青少年対策推進会議」で
も「Ｖチップ」の導入に積極的な提言が公表された。さらに与党自自民党の「少年の犯罪防止と健
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全育成に関する特別委員会では「政令などで規制を厳しくすべきだとの『強硬論』まで飛び出し
た」
（33）
。こうした中で、1998年5月に郵政省の「青少年と放送に関する調査研究会」は設置された。

「Ｖチップ」の導入は見送られることになったが報告書では「視聴者と放送事業者の間の一層の透
明性を図り、両者のパイプ役ともいうべき放送事業者の共通の第三者機関が、この面で一定の役割
を果たしていくことが適当と考えられる」

（34）
ことが提言され、これを受けて放送と青少年委員会に関

する委員会が設置された。放送と青少年委員会に関する委員会は、「外部有識者から構成され、放
送と青少年に関する視聴者からの意見に対応することを通じて、視聴者と放送事業者を結ぶ回路と
しての役割を果たすのもの」

（35）
とされた。

こうして放送番組向上協議会とＢＲＯは廃止され200３年にＢＰＯとなり、放送と人権等権利に関
する委員会（のちに略称をＢＲＣから放送人権委員会に変更）、放送番組委員会、放送と青少年に
関する委員会の３委員会を運営する放送界の第３者機関となる。
そして、ＢＰＯは200７年に放送倫理検証委員会を設置することになる。その端緒となったのが、
200７年1月に発覚した関西テレビ「発掘！あるある大事典Ⅱ」のねつ造問題である。「発掘！あるあ
る大辞典Ⅱ」は、大阪の関西テレビの制作で、フジテレビ系列で放送されていた科学バラエティ
で、外国人研究者のコメントや実験データのねつ造が発覚した。この問題では、行政指導として
は、最も重い総務大臣名の「警告」を受けた。この問題を受けて200７年４月には、番組内容のねつ
造に対する新たな行政処分を規定する放送法改正案が国会に上程される。「再発防止計画の提出の
求めに係る制度」と呼ばれたものであり、条文案は次の通りだった。

第5３条の8の2　総務大臣は、放送事業者（受託放送事業者を除く。）が、虚偽の説明により事
実でない事項を事実であると誤解させるような放送であって、国民経済又は国民生活に悪影
響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものを行い、又は委託して行わせたと認めるときは、
当該放送事業者に対し、期間を定めて、同様の放送の再発防止を図るための計画の策定及び
その提出を求めることができる。

2　総務大臣は、前項の計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、公表するものと
する。

菅義偉総務大臣は、新たな行政処分を盛り込んだ理由について、「行政指導と罰則の間に余りに
も開きがあるんですね。行政指導、私ども総務大臣としては厳重注意であります。しかし、その上
はもう停波か免許取消ししかないわけでありますから、そこの間に再発防止策、自ら再発防止策を
考えて、そして国民の皆さんにオープンにして約束してもらう」

（36）
と説明している。総務大臣は、電

波法７６条で停波や免許の取り消しを命ずる行政処分をすることができるが、強制力のない行政指導
と行政処分の間に大きな差があり、不祥事に対応するため中間的な行政処分が必要だという考えで
ある。そして、菅総務大臣は、朝日新聞のインタビューで「私の考えと世論は違わない」（200７年４
月３日）として、放送局に新たな行政処分を科すことを国民も求めているため必要だとの考えも示
した。
何をもって「国民経済・国民生活に悪影響を及ぼし」と判断するのか、さらには、「及ぼすおそ
れ」も含むという、行政処分を発する要件が非常に広範にわたり問題があることから、民放連は
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「行政処分を発動する要件が極めて曖昧で、あらゆるジャンルの放送番組に総務大臣が法的に介入
し得る道を開くことになる」

（37）
と指摘、日本弁護士連合会も「行政機関が、免許権限を背景として再

発防止計画の提出を求めることは、その要件が必ずしも明確でないことも相まって、放送事業者に
萎縮的効果をもたらすおそれが強く、国民の知る権利を損なうものとなることが懸念される」

（38）
と批

判した。
放送界は自律機能を強化するため、法案が上程された翌月5月、ＢＰＯに番組を倫理面から検証
する「放送倫理検証委員会」を急きょ立ち上げた。これにより、放送番組委員会が発展的に解消さ
れる。こうした放送界の対応もあり、民主党が「再発防止計画の提出の求めに係る制度」の削除な
どを盛り込んだ修正案を提案し、最終的には「再発防止計画の提出の求めに係る制度」削除されこ
とになった。
こうして現在の「放送倫理検証委員会」「放送と人権等権利に関する委員会」「放送と青少年に関
する委員会」の３委員会を持つＢＰＯとなる。
ＢＰＯホームページによると、ＢＲＯと同様に、ＢＰＯには理事会と評議員会がある。理事会
は、理事長と理事9名の計10名で構成し、理事長は、放送事業者の役職員およびその経験者以外か
ら理事会で選任する。理事は、放送事業者の役職員以外から理事長が３名を選任し、ＮＨＫと民放
連が各３名を選任する。評議員会は、理事会が有識者（放送事業者の役職員を除く）の中から選任
する７名以内で構成し、３つの委員会の委員を選任する。３つの員会の役割は放送と人権等権利に関
する委員会が、放送によって名誉、プライバシーなどの人権侵害を受けたという申立てを受けて審
理し、人権侵害があったかどうか、放送倫理上の問題があったかどうかを判断する。放送と青少年
に関する委員会は、青少年が視聴するには問題がある、あるいは、青少年の出演者の扱いが不適切
だなど視聴者意見で指摘された番組について議論、必要に応じて審議し、意見を公表する。また、
全国の中高生モニターから、テレビ・ラジオの番組についてのリポートを毎月提出してもらい協議
し、さらに制作者との意見交換や、放送と青少年の関わりについて研究、調査をする。
そして、放送倫理検証委員会は、問題があると指摘された番組について、取材・制作のあり方や
番組内容について調査を行い、放送倫理上の問題の有無を、審議・審理し、その結果を公表する。
「ＢＰＯと各放送局は、個別に『放送倫理検証委員会に関する合意書』を結んでいる。合意書には、
調査への応諾、勧告の遵守と周知、再発防止計画の提出、外部調査委員会の設置、事案発生の報
告、制作委託先への周知徹底、委員会の審議、審理等の活動への必要な最大限の協力が書かれてい
る」
（39）
というように放送倫理検証委員会の最大の特徴は、今までのＢＰＯになかった強い「調査権」

が与えられたことである。

おわりに
これまで見てきたように放送番組への批判、そしてそれに対する権力側の動向に対応する形で民
放はさまざまな対応を取ってきた。それは、最初に民放連が放送基準を定めたときからだ。「綱領
は当初政府側が基準を設ける動きがあった」ことから自主的に放送基準を定め、「しのび寄る官僚
統制」に対し、民間放送番組協議会を設置した。
放送番組への批判は、娯楽化、低俗化がラジオ開始当初から指摘され、テレビが開始されると特
に青少年に与える影響がクローズアップされ、1990年代以降は社会的な信頼を失わせるような不祥
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は、理事長と理事9名の計10名で構成し、理事長は、放送事業者の役職員およびその経験者以外か
ら理事会で選任する。理事は、放送事業者の役職員以外から理事長が３名を選任し、ＮＨＫと民放
連が各３名を選任する。評議員会は、理事会が有識者（放送事業者の役職員を除く）の中から選任
する７名以内で構成し、３つの委員会の委員を選任する。３つの員会の役割は放送と人権等権利に関
する委員会が、放送によって名誉、プライバシーなどの人権侵害を受けたという申立てを受けて審
理し、人権侵害があったかどうか、放送倫理上の問題があったかどうかを判断する。放送と青少年
に関する委員会は、青少年が視聴するには問題がある、あるいは、青少年の出演者の扱いが不適切
だなど視聴者意見で指摘された番組について議論、必要に応じて審議し、意見を公表する。また、
全国の中高生モニターから、テレビ・ラジオの番組についてのリポートを毎月提出してもらい協議
し、さらに制作者との意見交換や、放送と青少年の関わりについて研究、調査をする。
そして、放送倫理検証委員会は、問題があると指摘された番組について、取材・制作のあり方や
番組内容について調査を行い、放送倫理上の問題の有無を、審議・審理し、その結果を公表する。
「ＢＰＯと各放送局は、個別に『放送倫理検証委員会に関する合意書』を結んでいる。合意書には、
調査への応諾、勧告の遵守と周知、再発防止計画の提出、外部調査委員会の設置、事案発生の報
告、制作委託先への周知徹底、委員会の審議、審理等の活動への必要な最大限の協力が書かれてい
る」
（39）
というように放送倫理検証委員会の最大の特徴は、今までのＢＰＯになかった強い「調査権」

が与えられたことである。

おわりに
これまで見てきたように放送番組への批判、そしてそれに対する権力側の動向に対応する形で民
放はさまざまな対応を取ってきた。それは、最初に民放連が放送基準を定めたときからだ。「綱領
は当初政府側が基準を設ける動きがあった」ことから自主的に放送基準を定め、「しのび寄る官僚
統制」に対し、民間放送番組協議会を設置した。
放送番組への批判は、娯楽化、低俗化がラジオ開始当初から指摘され、テレビが開始されると特
に青少年に与える影響がクローズアップされ、1990年代以降は社会的な信頼を失わせるような不祥
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事に対するものとして噴出する。こうした批判に対し、権力側が法改正におわせつつ、また研究会
などを開催し提言するという形で圧力をかけることによって、結果的に民放が “ 自主的 ” に対応を
とるという構図で “ 放送倫理 ” が確立されてきた。そして、その放送倫理は、放送倫理基本綱領、
放送基準など放送事業者が専門職としての社会的責任、職業倫理を行動規範として成文化したもの
と、放送番組向上機構からＢＰＯまで苦情や批判に対応する組織の2つが作られてきた。それらは
現状の法規制以上の、公的規制、法規制は受入ないという意思表明でもある。こうした構図が生ま
れるのは、初めにで述べたように新聞・出版などの他のマス・メディアと異なり、放送が電波法・
放送法という規律の中で事業を行っているからであり、いわば宿命的なものである。
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